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看護配置について 
 

■医療療養病棟  西３階(６０床) 西４階(６０床) 

西５階(４０床) 

（１）「療養病棟入院基本料」を算定しています。 

（２）入院患者様２０人に対し１人の看護職員（内２割が

看護師）と１人の看護補助者を配置しています。 

（３）西３階病棟、西 4 病棟では、平均して１日９人以 

上の看護職員（看護師および准看護師）と 9 人以 

上の看護補助者が勤務しており時間帯ごとの配置 

は下記のとおりです。 

・８時～１６時 

看護職員１人あたり患者数１２人以内 

          看護補助者１人あたり患者数９人以内 

・１６時～翌８時  

看護職員１人あたり患者数３０人以内 

          看護補助者１人あたり患者数６０人以内 

 

（４）西５階病棟では、平均して１日６人以上の看護職員 

（看護師および准看護師）と６人以上の看護補助者が 

勤務しており時間帯ごとの配置は下記のとおりです。 

・８時～１６時 
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看護職員１人あたり患者様 20 人以内 

          看護補助者１人あたり患者様 10 人以内 

・１６時～翌８時 

看護職員１人あたり患者様 20 人以内 

          看護補助者１人あたり患者様 40 人以内 
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